
富里市社会福祉施設整備資金利子補給交付要綱 

 

（昭和６３年４月１日告示第２３号） 

 

改正  平成１２年１２月１１日告示第６１号  平成１９年３月３０日告示第７４号 

    平成２０年４月２３日告示第８４号  平成２１年２月１８日告示第１９号 

    令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、社会福祉施設の整備を促進し、社会福祉事業の振興を図るた

め、社会福祉法人（以下「法人」という。）が社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）第２条に規定する社会福祉事業を行うため独立行政法人福祉医療機

構から借入れた社会福祉施設整備資金にかかる利子に対し、予算の範囲内に

おいて富里市社会福祉法人の助成に関する条例（昭和６０年条例第４号）、

富里市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）

及びこの要綱に基づき補給金を交付する。 

 （補助金の額） 

第２条 補助金の額は毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間に独立行政

法人福祉医療機構に対して、償還計画に従って支払った当該年度の利子総額

（延滞利子を除く。）の４．６分の１．１５以内の額を利子補給する。 

 （申請） 

第３条 補給金の交付を受けようとする法人は、社会福祉施設整備資金利子補

給金交付申請書（別記第１号様式）を毎年度１２月末日までに、市長に提出

しなければならない。 

 （交付の条件） 

第４条 規則第７条第６号に規定するその他市長が必要と認める条件は、次の

とおりとする。 

 （１） 補給金の交付を受けた法人は、補給金の収支に関する帳簿及び証拠書類

を備え、当該補助事業終了の翌年度から起算して５年間これを保管しなけ

ればならない。 

 （２） 補給金の交付を受けた法人が次のいずれかに該当すると認めたときは、

補給金の全部又は一部を返還させることがある。 

  ア 補給金を目的以外に使用したとき。 

  イ 規則及びこの要綱に違反したとき。 

（実績報告） 



第５条 規則第１５条の規定により実績報告をしようとする場合には、当該年

度終了後３０日以内に実績報告書（別記第２号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （請求） 

第６条 規則第１８条の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、請

求書（別記第３号様式）を市長の定める日までに提出しなければならない。 

      附  則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

      附  則（平成１２年１２月１１日告示第６１号） 

  この告示は、公示の日から施行する。 

      附  則（平成１９年３月３０日告示第７４号） 

  この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年４月２３日告示第８４号） 

 この告示は、公示の日から施行し、改正後の富里市社会福祉施設整備資金利

子補給交付要綱の規定は、平成２０年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則（平成２１年２月１８日告示第１９号） 

 この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

    



別記 

第１号様式の１（第３条関係） 

 

                           第          号  

                           年    月    日  

 

  富里市長                    様 

 

住 所 

法 人 名 

代表者氏名                     ㊞ 

 

        年度社会福祉施設整備資金利子補給金交付申請書 

 

          年度において、下記のとおり社会福祉施設整備資金を償還しますの

で、富里市社会福祉施設整備資金利子補給交付要綱第３条第１項の規定により

補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

  １ 申 請 額    金                    円 

  ２ 申 請 額 調 書    （別紙） 

  ３     年度収支予算書 

  ４ 財 産 目 録 

  ５ 償還年次計画表（写） 

 

  ※  ３及び５については、法人代表者の原本証明を行うこと。 



別紙 

申 請 額 調 書 

 

借入 

 

年度 

借 入 金 額 

 

A 

前 年 度 末 現 在 償 還 計 画 額 元金償還 

 

計画残高 

 

C-D=F 

市費補給金 

 

基 本 額 

 

G 

市費補給金 

所 要 額 

元金償還済額 

 

B 

元金未償還額 

 

A-B=C 

元     金 

 

D 

利     子 

 

E 
G× 

1.15 
=H 

4.6 

 

千円 円 円 円 円 円 円 円 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

                           第          号  

                           年    月    日  

 

富里市長                    様 

 

住 所 

法 人 名 

代表者氏名                    ㊞ 

 

 

        年度社会福祉施設整備資金利子補給金実績報告書 

 

          年    月    日付け指令第      号で交付の決定のあつたこのこと

について、下記のとおりでしたので、富里市社会福祉施設整備資金利子補給交

付要綱第５条の規定により報告します。 

 

記 

 

  １ 補 助 金 精 算 額    金                    円 

  ２ 補 給 金 精 算 額    （別紙） 

  ３     年度収支予算書 

  ４ 払込通知書（写） 

 

  ※  ３及び４については、法人代表者の原本証明を行うこと。 



別紙 

補 給 金 精 算 書 

 

借入 

 

年度 
借入金額 

 

A 

前年度末現在 償 還 済 額 元    金 

償還残高 

 

 

 

C-D=F 

市   費 

補 給 金 

基 本 額 

 

 

G 

市   費 

補 給 金 

所 要 額 

市   費 

補 給 金 

交   付 

決 定 額 

 

I 

市    費 

補 給 金 

受入済額 

 

 

J 

差    引 

過不足額 

 

 

 

I-J=K 

元  金 

償還済額 
 

 

 

B 

元  金 

未償還額 
 

 

 

A-B=C 

元   金 

 

D 

利   子 

 

E 

G× 

1.15 

=H 
4.6 

 

千円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 



第３号様式（第６条関係） 

 

 

請 求 書 

 

 

一金                    円 

 

  ただし、        年度社会福祉施設整備資金利子補給金として上記の金額を

請求します。 

 

 

年    月    日 

 

住 所 

法 人 名 

代表者氏名                    ㊞ 

 

 

富里市長                    様 


